
茨城県計量検定所

令和6年6月5日

第2050号

放送大学10月入学生募集　第1回出願期限：8月31日(土)まで
問合せ：放送大学茨城学習センター　☎ 228-0683

人工肛門・人工膀胱造設の方と
ご家族のための講習会のお知らせ

日　　時　8 月 4 日（日）10：00 ～ 15：00

　　　　　（受付　9：30 ～）

場　　所　水戸市福祉ボランティア会館 ミオス 2 階　大研修室

　　　　　（水戸市赤塚 1-1　☎ 309-1001）

参 加 費　1,000 円（弁当・飲料他）　同伴者も同じ

内　　容　皮膚排泄ケア認定看護師による講演及び相談会

　　　　　ストーマ装具の展示・説明

対 象 者　人工肛門・人工膀胱造設の方とそのご家族様

及び医療関係者、一般の方

申込締切　7 月 28 日（日）

申込み・問合せ　日本オストミー協会茨城県支部

　　　　　　　　中部地区センター長　中村

　　　　　　　　☎ ・FAX 247-7836（留守電）

　　　　　　　　携帯：090-2560-9559

≪注意！あなたの土地が狙われています！≫

　「一時的に資材置場として貸してほしい」、「良い土

で土地を埋め立ててあげます」などと、うまい話を

持ちかけられ、安易に同意してしまった結果、廃棄

物を不法投棄されたり、無許可で建設残土を埋め立

てられたりする事例が発生しています。

　これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけで

なく、土地所有者に及ぶこともあります。

　不法投棄、野焼き、不適正な残土埋立てを発見し

た場合は、直ちに専用ダイヤル「不法投棄１１０番」

まで通報をお願いします。

※不法投棄・野焼きを見つけたら 不法投棄１１０番

（☎ 0
い つ も み ん な で む ら な く み は れ

120 － 536 － 380）へ

　受付時間は平日の 8：30 ～ 17：15 です。受付時間

外は最寄りの警察署まで。

問 合 せ　茨城県廃棄物規制課　☎ 301-3035

はかりの定期検査についてのお知らせ

　取引または証明に使用するはかりは、2 年に 1 回定期

検査を受けなければなりません。大洗町においても、下

記日程により定期検査を実施しますので、必ず受検する

ようお知らせします。

　なお、所在場所での検査を希望される場合は、茨城県

指定定期検査機関による所在場所検査、または計量士に

よる巡回検査制度もありますので、詳細は茨城県計量協

会または茨城県計量検定所までお問合せください。

＜定期検査日時・場所＞

月　　日 時　　間 場　　所

6 月 17 日（月）
10:30～12:00

13:00～15:00

大洗町役場バス駐車場

（大洗町商工会館となり）

住所：大洗町磯浜町 6881-2756 月 18 日（火）

※指定された日付で検査できない場合は、上記の検査日

のいずれの日でも受検できます。

＜当日持参するもの＞

①受検通知ハガキ（一般社団法人

　茨城県計量協会から届きます。）

②はかり（分銅・おもりも必ず持

　参願います。）

③手数料（1 台あたり 520 円～ 3,000 円位）

※手数料の金額は、はかりの種類によって異なります。

※手数料の納入は、現金にてお願いします。

問 合 せ　　

　一般社団法人 茨城県計量協会　☎ 225-7973

　茨城県計量検定所 指導課　☎ 221-2763 

関東総合通信局からのお知らせ

　総務省では、6月1日から10日までを「電波利用環境

保護周知啓発強化期間」として、「守ろう！電波のルー

ル」をキャッチフレーズに、電波を正しく利用していた

だくための周知・啓発活動及び不法無線局の取締りを強

化しています。

電波の3つのルール

　①無線機器を使用の際は「技適マーク」

　　の確認を。

　②外国規格の無線機にはご注意を。

　③電波の利用には、原則、免許が必要です。

　ルールを守らない不法な無線局は、テレビ・ラジオ放

送、携帯電話などの身近なものから、警察・消防・救急

用無線などの人命に関わる重要な無線に対して混信・妨

害を与えるなど、私たちの生活や安全をおびやかします。

　安全で豊かな社会を実現するために、電波はルールを

守り、正しく使いましょう。

問 合 せ　関東総合通信局

　（不法無線局による混信・妨害　☎ 03-6238-1939）

　（テレビ・ラジオの受信障害　　☎ 03-6238-1945）

下水道への接続はお済ですか？

　下水道は、各家庭や工場から排出された水を集めてき

れいに処理することで、皆さんの身近な河川や海の水質

を保全し、生活環境をよくする重要な施設です。

　しかし、下水道が整備されていても各家庭のトイレ、

雑排水（風呂、台所、洗濯等の排水）を下水道に流すた

めの接続工事（排水設備工事）がされないと、下水道本

来の役割を果たしません。

　すでに下水道が使える区域のご家庭で、まだ接続が済

んでいない場合は、1 日も早い接続工事をお願いします。

問 合 せ　上下水道課 下水道係（内線 323）

 

 
 

 
 

技適マーク


